
防災行政無線の放送を 

屋内で聞くことができる戸別受信機を 

無償でお貸しします 
 

市では、災害時などの緊急情報を市民の皆さんに確実に伝達するために、防災

行政無線の放送を屋内でも聞くことができる戸別受信機の設置を推進しています。 

雨や風が強い日などに放送内容が「聞こえにくい」という状況が解消されます

ので、まだ設置されていないご家庭は、この機会にぜひお申し込みください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国瞬時警報システム（消防庁から） ○緊急地震速報（気象庁から） 

○災害情報、避難情報 ○火災・鎮火速報 ○行方不明者情報 ○定時メロディー 

○その他緊急を要する行政連絡 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：本巣市役所 総務課 総務係 電話：0581-34-5020 

主な放送内容 

申 込 方 法 

同封しました申請用紙に必要事項を記入し、以下の窓口にご提出ください。 

申請内容確認後、窓口で戸別受信機をお貸しします。 

 

根尾地域にお住まいの方  根尾分庁舎総務産業課 

本巣地域にお住まいの方  本庁舎総務課 

糸貫地域にお住まいの方  糸貫分庁舎地域調整課 

真正地域にお住まいの方  真正分庁舎地域調整課 
 

※貸出は、１世帯に１台となります。 

※電波の受信状況によっては、別途外部アンテナの設置が必要となりますので、総務課へご連絡く

ださい。（無料で設置します。） 

（サイズ） 

 縦 13cm×横 24cm×奥行 7cm 

（放 送） 

 電源を入れれば自動で放送が流れます。 

（電 源） 

 家庭用電源を使います。（AC100V ｺﾝｾﾝﾄ） 

 停電時は乾電池で動作します。 


